
教  育  研  究  評  議  会  議  事  録  

 

日 時：平成２８年９月１３日（火）１５：０３ ～ １５：２０ 

会 場：椎木講堂大会議室 

出席者：４３名中４２名出席 

 

第１ 審議事項 

１ コースの設置（人文科学府）について 

人文科学府博士後期課程に広人文学コースを新規に設置することについて審議し、議決した。 

 

第２ 報告事項 

１ 役員等について 

平成２８年１０月１日以降の役員等の体制（任期の更新、主な任務の変更、副学長の就任）について、 

報告があった。 

 

２ 学内規則の改正等について 

   学内規則の改正について、次のとおり報告があった。 

    ・新たにエネルギー研究教育機構及びエネルギー研究教育推進室を設置することに伴い、学則その

他関係規則を一部改正すること及びエネルギー研究教育機構規則を新規制定すること。 

    ・学術研究・産学官連携本部及び産学連携センターを改編することに伴い、学則その他関係規則を

一部改正すること及び学術研究・産学官連携本部規則を新規制定すること。 

    ・アドミッションセンターの教員について、センター長の推薦により総長が任命する者を加えるこ

とができることとすることに伴い、学内共同教育研究センター規則を一部改正すること。 

    ・アジア埋蔵文化財研究センターの改編に基づき、業務を見直すことに伴い、学内共同教育研究セ 

ンター規則を一部改正すること。 

    ・学校教育法施行規則に規定する「教育関係共同利用拠点」として、基幹教育院が認定されたこと

に伴い、学則その他関係規則を一部改正すること。 

    ・長期履修制度に係る規定を整備することに伴い、関係規則を整備すること。 

    ・学部・学府の授業科目、単位数及び履修方法を変更することに伴い、関係規則を整備すること。 

    ・法科大学院修了後に博士後期課程に入学した者について、博士論文提出のための在学期間に係る

規定を整備することに伴い、学位規則を一部改正すること。 

    ・動物実験の実施状況報告等の義務について新たに規定すること、及び飼養保管に係る適用除外 

範囲を見直すことに伴い、動物実験規則を一部改正すること。  

  

３ 役員会について 

   ７月２１日から９月１２日までの間に開催された役員会の審議事項について、資料配付による報告が       

あった。 

 

４ 産学連携センター、学術研究・産学官連携本部、ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター 



の改編について 

  産学連携センター、学術研究・産学官連携本部、ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター

を改編することについて、資料配付による報告があった。 

 

５ 共同研究部門の設置（継続）について 

   工学研究院に設置されている共同研究部門を継続設置することについて、資料配付による報告があっ 

た。 

 

６ 国際交流協定の締結等について 

   国際交流協定の締結状況について、資料配付による報告があった。 

   ・部局間交流協定について    締結３件 

 

７ 学生の懲戒について 

  〈非掲載〉 

 

 

 （ 以 上 ）  


